
      二等は１月より、一等は２月より受付を開始いたします（予定）。

     （会員で「無人航空機技能認定証」をお持ちの方を優先させていただきます。）

     協会ホームページに詳細を順次掲載いたします。しばらくお待ちください。

ドローンメーカーが国に申請

メーカーが製造販売するドロ

ーンが、設計・製造過程で国

が定める安全基準・均一性基

準に適合するかを、メーカー

が国に申請し、検査してもら

う制度。

ドローンの使用者が国に申請

使用するドローンが国の安全基

準に適合しているか、使用者が

定期的に国に検査してもらう制

度。車の車検みたいなもの。

有効期間 第一種：１年間

      第二種：３年間

ドローンの新時代
が始まります。

レベル４
カテゴリーⅢ

●JU123456789X 等
国交省登録 No.をド
ローンの表面に表示
します。
●ドローンからの電
波で個体識別を行い
ます。


